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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を具備する、遠隔局を含む通信を制御する方法：
　前記遠隔局の特性を特定する、ただし、前記遠隔局の特性を特定することは、前記遠隔
局の製造業者、前記遠隔局のモデル、および前記遠隔局に独自に関連する番号の１つを特
定することを具備する；
　前記特性に基づいて、前記通信のサービスレベルの質（「一定の受信信号レベル」を除
く）に対する調節を行なう；
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいてパラメータに対する調節を行なうことを
具備し、それにより前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、フィードバックパラメータに対する調
節を行なうことを具備し、それにより前記通信の前記サービスレベルの質を調整する；
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、増分フイードバックに関連するパラメ
ータに対する調節を行い、それにより前記サービスレベルの質を調節すること、前記特性
に基づいて閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、それにより前
記サービスレベルの質を調節すること、前記特性に基づいて定期報告フィードバックに関
連するパラメータに対する調節を行い、それにより前記サービスレベルの質を調節するこ
と、および前記特性に基づいて、消失インジケータビットフィードバックに関連するパラ
メータに対する調節を行い、それにより前記サービスレベルの質を調節することを、含む
グループの１つを具備する、方法。
【請求項２】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて伝送された信号のパラメータに対する調
節を行なうことを具備し、それにより前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、請
求項１の方法。
【請求項３】
　前記調節を行なうことは、前記特性および受信した信号の質に基づいて、伝送された信
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号のパラメータに対する調節を行なうことを具備し、それにより、前記通信の前記サービ
スレベルの質を調節する、請求項２の方法。
【請求項４】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記遠隔局の電子シリアル番号を特定することを
具備する、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記特性のしるしを受信することを具備する、請
求項１の方法。
【請求項６】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記特性の要求を伝送することを具備する、請求
項１の方法。
【請求項７】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記特性を受信することを具備する、請求項１の
方法。
【請求項８】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記特性を伝送することを具備する、請求項１の
方法。
【請求項９】
　前記遠隔局の特性を特定することは、前記特性のしるしを伝送することを具備する、請
求項１の方法。
【請求項１０】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、伝送され
る電力レベルに対する調節を行なうことを具備し、それにより前記通信の前記サービスレ
ベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項１１】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、伝送され
るデータ転送速度に対する調節を行なうことを具備し、それにより前記通信の前記サービ
スレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記伝送されるデータ転送速度に対する調節を行なうことは、伝送されるパケットの速
度に対する調節を行なうことを具備する、請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記伝送されるデータ転送速度に対する調節を行なうことは、伝送される複数のパケッ
トの複数の速度に対する調節を行なうことを具備する、請求項１１の方法。
【請求項１４】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、伝送され
る電力レベルおよび伝送されるデータ転送速度の１つに対する調節を行なうことを具備す
る、請求項１の方法。
【請求項１５】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、データ通信のサービスレベルの質に対
する調節を行なうことを具備する、請求項１の方法。
【請求項１６】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、音声通信のサービスレベルの質に対す
る調節を行なうことを具備する、請求項１の方法。
【請求項１７】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記通信を制御するアルゴリズムによ
り実施されるサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項１の方法
。
【請求項１８】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記通信の前記サービスレベルの質を
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選択することを具備する、請求項１の方法。
【請求項１９】
　前記サービスレベルの質を選択することは、前記特性から前記サービスレベルの質を独
自に特定することを具備する、請求項１８の方法。
【請求項２０】
　前記サービスレベルの質を選択することは、前記サービスレベルの質のしるしを受信す
ることを具備し、前記サービスレベルの質は、前記特性に基づいて決定された、請求項１
の方法。
【請求項２１】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記サービスレベルの質に対する前記
調節を選択することを具備する、請求項１の方法。
【請求項２２】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、無線通信
のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項１の方法。
【請求項２３】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、拡散スペ
クトル通信、ＦＤＭＡ通信、およびＴＤＭＡ通信の１つのサービスレベルの質に対する調
節を行なうことを具備する、請求項２２の方法。
【請求項２４】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、セルラー
通信のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項２２の方法。
【請求項２５】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記スペ
クトル拡散通信のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項２４
の方法。
【請求項２６】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記ＣＤ
ＭＡ通信のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項２５の方法
。
【請求項２７】
　前記サービスレベルの質に対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、ＯＦＤＭ
通信のサービスレベルの質に対する調節を行なうことを具備する、請求項２５の方法。
【請求項２８】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記遠隔局により
伝送される信号に関連するパラメータに対する調節を行なうことを具備し、それにより、
前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項２９】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記パラメータに対する前記調節のしる
しを伝送することを具備し、それにより前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、
請求項１の方法。
【請求項３０】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記パラメータのしるしを伝送すること
を具備し、それにより前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項３１】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記パラメータに対する調節のしるしを
受信することを具備し、それにより、前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、請
求項１の方法。
【請求項３２】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記パラメータのしるしを受信すること
を具備し、それにより前記通信の前記サービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
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【請求項３３】
　前記パラメータに対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記遠隔局により
受信される信号に関連するパラメータに対する調節を行なうことを具備する、請求項１の
方法。
【請求項３４】
　前記増分フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、受信され
る信号の質レベルに基づいて増分を決定するために使用されるパラメータに対する調節を
、前記特性に基づいて行なうことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を
調節する、請求項１の方法。
【請求項３５】
　前記増分フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、増分のサ
イズを決定するために使用されるパラメータに対する調節を、前記特性に基づいて行なう
ことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項３６】
　前記増分フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、受信され
る信号の質レベルに基づいて増分を決定するために使用されるパラメータに対する調節を
、前記特性に基づいて行い、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節すること、
および増分のサイズを決定するために使用されるパラメータに対する調節を、前記特性に
基づいて行い、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節することを含むグループ
の１つを具備する、請求項１の方法。
【請求項３７】
　前記閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、閾値フィ
ードバックを伝送するために必要な受信信号の質レベルを調節するために使用されるパラ
メータに対する調節を、前記特性に基づいて行なうことを具備し、それにより前記通信の
サービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項３８】
　閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、閾値フィード
バックが受信されるときに適用されるサービスの質の増分を調節するために使用されるパ
ラメータに対する調節を、前記特性に基づいて行なうことを具備し、それにより前記通信
のサービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項３９】
　前記定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、ある
期間にわたって受信信号の質の報告を作成するために使用されるパラメータに対する調節
を、前記特性に基づいて行なうことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質
を調節する、請求項１の方法。
【請求項４０】
　前記定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、通信
のサービスレベルの質を調節するために、定期報告を解釈するために使用されるパラメー
タに対する調節を、前記特性にもとづいて、行なうことを具備する、請求項１の方法。
【請求項４１】
　前記定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、ある
期間にわたって受信信号の質の報告を作成するために使用されるパラメータに対する調節
を、前記特性に基づいて行い、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節すること
、および通信のサービスレベルの質を調節するために定期報告を解釈するために使用され
るパラメータに対する調節を、前記特性に基づいて行なうことを含むグループの１つを具
備する、請求項１の方法。
【請求項４２】
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、消失インジケータビットフイードバッ
クに関連するパラメータに対する調節を行なうことを具備し、それにより前記通信のサー
ビスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
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【請求項４３】
　前記フィードバックパラメータに対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、フ
ィードバックを決定するために使用されるパラメータに対する調節を行なうことを具備し
、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項４４】
　前記フィードバックパラメータに対する調節を行なうことは、前記特性に基づいて、フ
ィードバックを解釈するために使用されるパラメータに対する調節を行なうことを具備し
、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節する、請求項１の方法。
【請求項４５】
　前記フィードバックパラメータに対する調節を行なうことは、前記遠隔局により伝送さ
れるフィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことを具備する、請求項
１の方法。
【請求項４６】
　前記遠隔局によりフィードバック信号を選択することをさらに具備する、請求項４５の
方法。
【請求項４７】
　前記遠隔局により、フィードバック信号を伝送することをさらに具備する、請求項４６
の方法。
【請求項４８】
　前記遠隔局からフィードバック信号を受信することをさらに具備する、請求項４５の方
法。
【請求項４９】
　前記フィードバックパラメータに対する調節を行なうことは、前記遠隔局により受信さ
れるフィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことを具備する、請求項
１の方法。
【請求項５０】
　フィードバック信号を選択することをさらに具備する、請求項４９の方法。
【請求項５１】
　フィードバック信号を前記遠隔局に伝送することをさらに具備する、請求項５０の方法
。
【請求項５２】
　前記遠隔局によりフイードバック信号を受信することをさらに具備する、請求項４９の
方法。
【請求項５３】
　遠隔局の特性を伝送する送信器と；および
　前記特性に基づいて決定された通信のサービスレベルの質（「一定の受信レベル」を除
く）に対する調節を解釈する制御プロセッサとを具備し、
　前記制御プロセッサは、前記特性に基づいてパラメータに対する調節を行うようにさら
に適合され、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、前記調節を行うことは
、前記特性に基づいてフィードバックパラメータに対する調節を行うことを備え、それに
より前記通信のサービスレベルの質を調節し、前記調節を行なうことは、
　前記特性に基づいて、増分フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、
それにより前記サービスレベルの質を調節すること、
　前記特性に基づいて閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、そ
れにより前記サービスレベルの質を調節すること、
　前記特性に基づいて定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い
、それにより前記サービスレベルの質を調節すること、および
　前記特性に基づいて、消失インジケータビットフィードバックに関連するパラメータに
対する調節を行い、それにより前記サービスレベルの質を調節することを含むグループの
１つを具備する、遠隔局装置。
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【請求項５４】
　遠隔局の特性を受信する受信器と；および
　前記特性に基づいて基地局と前記遠隔局との間の通信のサービスレベルの質（「一定の
受信レベル」を除く）を選択する制御プロセッサとを具備し、
　前記制御プロセッサは、前記特性に基づいて前記パラメータに対する調節を行うように
さらに適合され、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、前記調節を行うこ
とは、前記特性に基づいてフィードバックパラメータに対する調節を行うことを備え、そ
れにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、前記調節を行なうことは、前記特性に
基づいて、増分フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、それにより前
記サービスレベルの質を調節すること、
　前記特性に基づいて閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、そ
れにより前記サービスレベルの質を調節すること、
　前記特性に基づいて定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い
、それにより前記サービスレベルの質を調節すること、および前記特性に基づいて、消失
インジケータビットフィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、それによ
り前記サービスレベルの質を調節することを含むグループの１つを具備する、基地局装置
。
【請求項５５】
　遠隔局の特性を特定し；および
　前記特性に基づいて、前記遠隔局と基地局との間の通信のサービスレベルの質（「一定
の受信レベル」を除く）に対する調節を行なうことを具備し、
　前記サービスレベルの質に対する調節を行うことは、前記特性に基づいてパラメータに
対する調節を行うことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、
　前記調節を行うことは、前記特性に基づいてフィードバックパラメータに対する調節を
行うことを備え、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、
　前記調節を行なうことは、
　前記特性に基づいて、増分フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、
それにより前記サービスレベルの質を調節すること、
　前記特性に基づいて閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、そ
れにより前記サービスレベルの質を調節すること、
　前記特性に基づいて定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い
、それにより前記サービスレベルの質を調節すること、および
　前記特性に基づいて、消失インジケータビットフィードバックに関連するパラメータに
対する調節を行い、それにより前記サービスレベルの質を調節することを含むグループの
１つを具備する、サービスレベルの質を調節する方法を具現化するコンピュータ読み取り
可能な媒体。
【請求項５６】
　下記を具備する複数の通信局の間で共有リソースを割り当てる方法：
　第１の通信局の第１の特性を特定する；
　第２の通信局の第２の特性を特定する；
　共有リソースの使用に関して前記第１の通信局が前記第２の通信局よりもより高い効率
を有するかどうかを前記第１の特性および前記第２の特性から判断する；および
　前記共有リソースの使用に関して前記第２の通信局が前記第１の通信局よりも低い効率
を有するとき前記第２の通信局により低いサービスレベルの質を割り当てる。
【請求項５７】
　下記を具備する、共有周波数帯域において干渉レベルを効率的に低減する方法：
　第１の受信局の第１の特性を特定する；
　第２の受信局の第２の特性を特定する；
　前記第１の特性および前記第２の特性から、前記第２の受信局が前記第１の受信局より
低い効率を有するかどうか判断する；および
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　前記第２の受信局が前記第１の受信局より低い効率を有するとき、前記第１の通信局へ
の第１の伝送よりも低いサービスレベルの質を前記第２の通信局への第２の伝送に割り当
てる。
【請求項５８】
　下記を具備する、共有周波数バンドにおいて通信を制御する方法：
　送信器の特性を特定する；
　前記特性に基づいて、前記周波数バンド内で、前記送信器により送信された電力レベル
を調節するのに使用されるパラメータに対する調節を行ない、
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記電カレベルに対する調節を行ない
、それにより前記通信のサービスレベルの質（「一定の受信レベル」を除く）の調節を行
ない、
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、前記電力レベルに対する調節を行なう
ことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質の調節を行ない、
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、フィードバックパラメータに対する調
節を行なうことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質の調節を行ない、
　前記調節を行なうことは、前記特性に基づいて、増分フィードバックに関連するパラメ
ータに対する調節を行ない、それにより前記サービスレベルの質の調節を行なうこと、
　前記特性に基づいて、閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行ない
、それにより前記サービスレベルの質の調節を行なうこと、前記特性に基づいて、定期報
告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行ない、それにより前記サービス
レベルの質の調節を行なうこと、前記特性に基づいて、消失インジケータビットフィード
バックに関連するパラメータに対する調節を行なうこと、
を含むグループの１つを具備する、方法。
【請求項５９】
　下記を具備する、遠隔局を含む通信を制御するための方法：
　前記遠隔局の特性を特定することと、
　前記特性に基づいて前記通信のサービスレベルの質（「一定の受信レベル」を除く）を
調節することとを具備し、前記調節を行うことは、前記特性に基づいてパラメータに対す
る調節を行うことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、
　前記調節を行うことは、前記特性に基づいてフィードバックパラメータに対する調節を
行うことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、前記調節を行う
ことは、前記特性に基づいて閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行
うことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、
　前記閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうことは、閾値フィ
ードバックを伝送するのに必要な受信信号の質レベルを調節するために使用されるパラメ
ータに対する調節を、前記特性に基づいて行い、それにより前記通信のサービスレベルの
質を調節すること、および
　閾値フィードバックが受信されるときに適用されるサービスの質の増分を調節するため
に使用されるパラメータに対する調節を、前記特性に基づいて行い、それにより前記通信
のサービスレベルの質を調節することを含むグループの１つを具備する、方法。
【請求項６０】
　下記を具備する、遠隔局を含む通信を制御するための方法：
　前記遠隔局の特性を特定することと、
　前記特性に基づいて前記通信のサービスレベルの質（「一定の受信レベル」を除く）を
調節することを具備し、前記調節を行うことは、前記特性に基づいてパラメータに対する
調節を行うことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、
　前記調節を行うことは、前記特性に基づいてフィードバックパラメータに対する調節を
行うことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、前記調節を行う
ことは、前記特性に基づいて定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節
を行うことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、
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前記調節を行うことは、前記特性に基づいて消失インジケータビットフィードバックに関
連するパラメータに対する調節を行うことを具備し、それにより前記通信のサービスレベ
ルの質を調節し、
　前記消失インジケータフィードバックに関連するパラメータに対する調節を行なうこと
は、入力として消失インジケータビットを受け入れるフィルタのパラメータであって、フ
ィードバックを決定するために使用されるパラメータに対する調節を、前記特性に基づい
て行なうことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節する、方法。
【請求項６１】
　遠隔局の特性を送信する手段と、
　前記特性に基づいて決定された通信のサービスレベルの質（「一定の受信レベル」を除
く）に対する調節を解釈する手段とを具備し、前記解釈する手段はさらに前記特性に基づ
いてパラメータに対する調節を行う手段をさらに具備し、それにより前記通信のサービス
レベルの質を調節し、
　前記調節を行うことは、前記特性に基づいてフィードバックパラメータに対する調節を
行うことを具備し、それにより前記通信のサービスレベルの質を調節し、前記調節を行な
うことは、前記特性に基づいて、増分フィードバックに関連するパラメータに対する調節
を行い、それにより前記サービスレベルの質を調節すること、
　前記特性に基づいて閾値フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、そ
れにより前記サービスレベルの質を調節すること、
　前記特性に基づいて定期報告フィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い
、それにより前記サービスレベルの質を調節すること、および前記特性に基づいて、消失
インジケータビットフィードバックに関連するパラメータに対する調節を行い、それによ
り前記サービスレベルの質を調節することを含むグループの１つを具備する、遠隔局。
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